
ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造等に
関する食品安全委員会様

へのご説明

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造等にﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造等に
関する食品安全委員会様関する食品安全委員会様

へのへのご説明ご説明

2006.2.172006.2.17
日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会
専務理事専務理事 岩田芳久岩田芳久
技術委員長技術委員長 峯峯 孝則孝則



日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会 060217ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の法規等に関する食品安全委員会様へのご説明 2

本日のご説明内容

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処２）副生成物の発生とその対処
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日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会の事業内容

【定款】

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの普及に関する対策の確立及び実現化推進

２．政府関係機関に対する意見具申

３．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰに関する国内外資料の収集・調査・研究

４．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰに関する広報活動

５．会員相互の啓発,向上を図る各種研究会等の開催

【定款】

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの普及に関する対策の確立及び実現化推進

２．政府関係機関に対する意見具申

３．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰに関する国内外資料の収集・調査・研究

４．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰに関する広報活動

５．会員相互の啓発,向上を図る各種研究会等の開催

日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会は、昭和４7年５月
「業界の健全な発展を期すこと」を目的として
設立された日本で唯一の業界団体
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協会加盟企業

〇正会員（製造・販売） 45社

〇準会員（輸入販売） 3社

〇賛助会員（設備・資材関連） 30社

計 78社

〇正会員（製造・販売）〇正会員（製造・販売） 4545社社

〇準会員（輸入販売）〇準会員（輸入販売） 33社社

〇賛助会員（設備・資材関連）〇賛助会員（設備・資材関連） 3030社社

計計 7878社社

20062006年年22月月11日現在日現在
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当協会での毎年の生産数量調査からの推測：当協会での毎年の生産数量調査からの推測：
国内生産者約国内生産者約300300社、銘柄約社、銘柄約400400種くらいか？種くらいか？
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清涼飲料全体の生産量推移
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ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類
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その他清涼飲料

94-04年：全国清涼 飲料工業会調べ
04年：日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会調べ

全清涼飲料
約1,717万KL
（前年比106%）

04年ｼｪｱ
茶系飲料：32.1%
ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ：7.5%

全清涼飲料
約1,717万KL
（前年比106%）

04年ｼｪｱ
茶系飲料：32.1%
ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ：7.5%

輸入を含まず
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２００４年における清涼飲料水のｼｪｱ比率
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近年のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ生産量の推移
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国産 輸入日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会調べ

国産：約130万KL（前年比114.4%）
輸入：約33万KL  （前年比99.7%：ｼｪｱ20.3%）
合計：約163万KL（清涼飲料に占めるｼｪｱ9.3%）

（輸入除く国産比7.5%）
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日本のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ市場推移（歴史）
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ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの国別一人当りの年間消費量
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日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会調べ
【注】 各国のﾃﾞｰﾀは2001年
＊日本のﾃﾞｰﾀは2004年
＊＊ｽｲｽのﾃﾞｰﾀは2002年
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本日のご説明内容

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処２）副生成物の発生とその対処
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日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会での安全・安心の取組み

〇入会時の審査

企業の信頼性

原水の水質

製品の試験成績書提出

製造工程図の審査

製造現場の確認

〇入会時の審査

企業の信頼性

原水の水質

製品の試験成績書提出

製造工程図の審査

製造現場の確認

〇定期的な品質確認

原水の試験成績書提出

製品の試験成績書提出

○個別の技術指導

〇定期的な品質確認

原水の試験成績書提出

製品の試験成績書提出

○個別の技術指導

〇情報提供、研修会

法規改正の情報連絡と徹底

研修会：製造、品質、法規等

〇情報提供、研修会

法規改正の情報連絡と徹底

研修会：製造、品質、法規等
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日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会の活動の基本

安全 A

安心 A

おいしさ O

安全 A

安心 A

おいしさ O
A2O 活動A2O 活動

水＝ H2O水＝ H2O
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１）定義：清涼飲料水とは

【食品衛生法】 ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類とは：
水のみを原料とする清涼飲料水で、
鉱水のみのもの、
二酸化炭素を注入したもの、
ｶﾙｼｳﾑ等と添加したもの等、
水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる
事項のうち臭気、味、色度及び濁度に関する
規定を満たすものが、これに含まれるもので
あること。 （S61.6.21 衛食116号）

【食品衛生法】 ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類とは：
水のみを原料とする清涼飲料水で、
鉱水のみのもの、
二酸化炭素を注入したもの、
ｶﾙｼｳﾑ等と添加したもの等、
水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる
事項のうち臭気、味、色度及び濁度に関する
規定を満たすものが、これに含まれるもので
あること。 （S61.6.21 衛食116号）

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ

炭酸飲料

果実飲料

ｺｰﾋｰ飲料

乳性飲料

豆乳飲料

野菜ｼﾞｭｰｽ

ｽﾎﾟｰﾂ飲料

茶系飲料
非
炭
酸
飲
料

清
涼
飲
料
水

【食品衛生法】 清涼飲料水とは：

乳酸菌飲料，乳及び乳製品を除く

酒精分１容量%未満の飲料

【食品衛生法】 清涼飲料水とは：

乳酸菌飲料，乳及び乳製品を除く

酒精分１容量%未満の飲料

乳酸菌飲料

乳及び乳製品

酒精飲料
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ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類（容器入り飲用水）の分類ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類（容器入り飲用水）の分類
（農林水産省）ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の品質表示ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（農林水産省）ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の品質表示ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ （改正（改正H7.2.17H7.2.17 食流第食流第398398号）号）

ﾅﾁｭﾗﾙｳｫｰﾀｰ

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙ
ｳｫｰﾀｰ

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ

ﾎﾞﾄﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

特定水源より採水
された地下水

特定水源より採水さ
れた地下水のうち、
地下で、滞留又は移地下で、滞留又は移
動中に地層中の無機動中に地層中の無機
塩類が溶解したもの塩類が溶解したもの

飲用適の水
（純水、蒸留水、河川の
表流水、水道水 等）

ろ過、沈殿及び
加熱殺菌に限る

上記以外：
〇複数原水の混合
〇ﾐﾈﾗﾙ分の微調整
〇ばっ気 など

処理方法の
限定なし

ﾅﾁｭﾗﾙ
ｳｫｰﾀｰ

品名 原水 処理方法

ﾐﾈﾗﾙ
ｳｫｰﾀｰ

ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ
ｳｫｰﾀｰ

分類

地
下
水

地
下
水
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水
道
法
・
食
衛
法
で
の
基
準
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２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

0 5 10 15 20 25 30 35

1000≦

600≦　＜800

200≦　＜400

190≦　＜200

170≦　＜180

150≦　＜160

130≦　＜140

110≦　＜120

90≦　＜100

70≦　＜80

50≦　＜60

30≦　＜40

10≦　＜20

硬
度
（
m
g/
L
）

製品数

国産 輸入

国産（n=182） 平均 54.6

輸入（n=29） 平均 211.0

国産（n=182） 平均 54.6

輸入（n=29） 平均 211.0

日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会での日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会での19971997年時、収集製品年時、収集製品

日本列島は山が高峻で平野が狭く地下水は大陸に比べて短期間で海に達するため、日本列島は山が高峻で平野が狭く地下水は大陸に比べて短期間で海に達するため、

地下水中に溶出するﾐﾈﾗﾙ成分は比較的少ない。また石灰岩層の水源も少ない。地下水中に溶出するﾐﾈﾗﾙ成分は比較的少ない。また石灰岩層の水源も少ない。



各国のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製品の成分 （硬度のみ引用）
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O.LauO.Lau＆＆S.LukS.Luk::
Int.J.Food Sci.Int.J.Food Sci.--Tech.,37,309Tech.,37,309--317(2002)317(2002)

【【注注】】国名（国名（ ））
は分析試料数は分析試料数

12491249

最大値最大値

最小値最小値

平均値平均値
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１．浅井戸水 ：浅井戸から取水した地下水

２．深井戸水 ：深井戸から取水した地下水

３．湧水：自噴している地下水

４．鉱水：取水した地下水のうち溶存鉱物質
等により特徴付けられる地下水

５．鉱泉水：水温が25℃未満の自噴する地
下水で、溶存物質等により特徴付けられ
る地下水

６．温泉水：水温が25℃以上の自噴する地
下水、又は温泉法第2条に規定される溶
存鉱物質等により特徴付けられる地下水
水のうち、飲用適のもの

７．伏流水：上下を不透水層にはさまれた

透水層内に生じる流水

１．１．浅井戸水浅井戸水 ：浅井戸から取水した地下水：浅井戸から取水した地下水

２．２．深井戸水深井戸水 ：深井戸から取水した地下水：深井戸から取水した地下水

３．３．湧水湧水：： 自噴自噴している地下水している地下水

４．４．鉱水鉱水：取水した地下水のうち：取水した地下水のうち溶存鉱物質溶存鉱物質
等等により特徴付けられる地下水により特徴付けられる地下水

５．５．鉱泉水鉱泉水：水温が：水温が2525℃未満℃未満のの自噴自噴する地する地

下水で、下水で、溶存物質等溶存物質等により特徴付けられにより特徴付けられ
るる地下水地下水

６．６．温泉水温泉水：水温が：水温が2525℃以上℃以上のの自噴自噴する地する地
下水、又は下水、又は温泉法温泉法第第22条に規定される溶条に規定される溶

存鉱物質等により特徴付けられる地下水存鉱物質等により特徴付けられる地下水
水のうち、水のうち、飲用適のもの飲用適のもの

７．７．伏流水伏流水：上下を不透水層にはさまれた：上下を不透水層にはさまれた

透水層内に生じる流水透水層内に生じる流水

主な原水の種類
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３）原水の種類及び製品における割合３）原水の種類及び製品における割合
＜協会保管ｻﾝﾌﾟﾙ＜協会保管ｻﾝﾌﾟﾙ367367点点ののﾗﾍﾞﾙﾗﾍﾞﾙ表示表示よりより＞＞

ﾅﾁｭﾗﾙ
ｳｫｰﾀｰ

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈ
ﾗﾙｳｫｰﾀｰ

ﾐﾈﾗﾙ
ｳｫｰﾀｰ

ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ
ｳｫｰﾀｰ 計

鉱水 1 84 9 2 96
鉱泉水 1 64 9 0 74
湧水 15 45 7 0 67
深井戸水 7 27 8 6 48
温泉水 0 21 3 0 24
伏流水 0 1 1 0 2
海洋深層水 0 0 0 2 2
浅井戸水 1 0 0 0 1
記載なし 5 4 6 0 15
その他 6 15 10 7 38

計 36 261 53 17 367

原水原水
品名品名
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本日のご説明内容

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処２）副生成物の発生とその対処
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食品衛生法における製造に係る衛生規制

営
業
許
可

施設基準（ﾊｰﾄﾞ面）

管理運営基準（ｿﾌﾄ面）

各営業者が自主的に
衛生管理を実施

【法第11条】一律の製造・加工基準の遵守

【法第51条】営業施設の基準→都道府県

【令第35条】営業の指定（34営業）：施設基準

【条例】 業種別に施設基準を定める

食品製造に係る一律の衛生規制食品製造に係る一律の衛生規制

〇食品衛生法の一部を改正する〇食品衛生法の一部を改正する

法律等法律等のの施行について（施行施行について（施行通達）通達）

昭和昭和4747年年1111月月66日日 環食第環食第516516号号
「「食品事業者が実施すべき管理食品事業者が実施すべき管理

営基準に関する指針（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ営基準に関する指針（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝﾝ））」」
↓↓

◇◇CODEXCODEX「食品衛生の一般原則」「食品衛生の一般原則」
のの内容内容等を参考に「管理運営基等を参考に「管理運営基
準準則」を全面見直準準則」を全面見直し。し。

↓↓

〇「〇「食品等事業者が実施すべき管食品等事業者が実施すべき管

理運営に関する指針（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）理運営に関する指針（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）」」
平成平成1616年年22月月2727日食安発第日食安発第227012227012号号
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食品等事業者が実施すべき管理運営基準に
関する指針（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ） 食安発0227012

７．使用水等の管理
（１）食品取り扱い施設で使用する水は、飲用適の水であること

（２）水道水以外の水を使用する場合には、年1回以上、水質検査を行
い、成績書を1年以上（取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期
間が1年以上の場合は当該期間）保存すること。
ただし、不慮の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合
には、その都度水質検査を行うこと。

（３）水質検査の結果、飲用不適となったときは、直ちに使用を中止し、
保健所長の指示を受け、適切な措置を講ずること。

（４）貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

（５）水道水以外の井戸水、自家用水道等を使用する場合は、殺菌装置
又は浄水装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、記録する
こと。

（６）氷は････（省略）

（７）使用した水を再利用する場合にあっては、食品の安全性に影響し
ないよう必要な処理を行うこととし、処理工程は適切に管理すること。

７．使用水等の管理７．使用水等の管理
（１）食品取り扱い施設で使用する水は、（１）食品取り扱い施設で使用する水は、飲用適の水であること飲用適の水であること

（２）（２）水道水以外の水を使用する場合には、年水道水以外の水を使用する場合には、年11回以上、水質検査を行回以上、水質検査を行
い、成績書をい、成績書を11年以上（取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期年以上（取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期
間が間が11年以上の場合は当該期間）保存すること。年以上の場合は当該期間）保存すること。

ただし、不慮の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合ただし、不慮の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合
には、その都度水質検査を行うこと。には、その都度水質検査を行うこと。

（３）水質検査の結果、飲用不適となったときは、直ちに使用を中止し、（３）水質検査の結果、飲用不適となったときは、直ちに使用を中止し、
保健所長の指示を受け、適切な措置を講ずること。保健所長の指示を受け、適切な措置を講ずること。

（４）（４）貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保つこと。貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

（５）水道水以外の井戸水、自家用水道等を使用する場合は、殺菌装置（５）水道水以外の井戸水、自家用水道等を使用する場合は、殺菌装置
又は浄水装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、記録する又は浄水装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、記録する
こと。こと。

（６）氷は････（省略）（６）氷は････（省略）

（７）使用した水を再利用する場合にあっては、食品の安全性に影響し（７）使用した水を再利用する場合にあっては、食品の安全性に影響し
ないよう必要な処理を行うこととし、処理工程は適切に管理すること。ないよう必要な処理を行うこととし、処理工程は適切に管理すること。



日本ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ協会 060217ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の法規等に関する食品安全委員会様へのご説明 24

１）誰がどのように検査を行っているのか１）誰がどのように検査を行っているのか

○水道水以外の水を使用する食品事業者等：○水道水以外の水を使用する食品事業者等：

法令で年法令で年11回以上の水質検査が義務づけられている回以上の水質検査が義務づけられている

○○ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製造･販売企業の当協会への加盟条件ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製造･販売企業の当協会への加盟条件【【定款定款】】

年年11回、原水とﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製品の水質検査を実施し、回、原水とﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製品の水質検査を実施し、

検査結果の写しを協会に提出検査結果の写しを協会に提出

＊＊当協会非加盟企業については把握当協会非加盟企業については把握出来出来ないない
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泉源の衛生管理 （H6.12.26 衛食第214号）

原水は汚染を防止するため、泉源地及び
採水地点の環境保全を含め、その衛生確保
には十分配慮するよう必要に応じて指導

環境汚染の指標として、次の６物質
が検出されないもののみ原水として
使用するように指導

①界面活性剤
②ﾌｪﾉｰﾙ類
③農薬
④PCB類
⑤鉱油
⑥多核芳香族炭化水素

環境汚染の指標として、次の６物質環境汚染の指標として、次の６物質
が検が検出されないもののみ原水として出されないもののみ原水として
使用するように指導使用するように指導

①界面活性剤①界面活性剤
②ﾌｪﾉｰﾙ類②ﾌｪﾉｰﾙ類
③農薬③農薬
④④PCBPCB類類
⑤鉱油⑤鉱油
⑥多核芳香族炭化水素⑥多核芳香族炭化水素
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２）泉源水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ２）泉源水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ
又は高濃度の場合の対処又は高濃度の場合の対処

○○原水が水質基準ｵｰﾊﾞｰの場合、「原水は飲用適の水」でなく原水が水質基準ｵｰﾊﾞｰの場合、「原水は飲用適の水」でなく
なるため、製造には用いられない。なるため、製造には用いられない。

但し、水道法但し、水道法5050項目か食品衛生法のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ原水基準項目か食品衛生法のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ原水基準1818項目の項目の

いいずずれへの適合でも良いれへの適合でも良いことにことになっている。なっている。

【【食衛法のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ原水基準にない食衛法のﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ原水基準にない3434項目項目】】
四塩化炭素、四塩化炭素、1,41,4--ｼﾞｵｷｻﾝ、ｼﾞｵｷｻﾝ、1,11,1--ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ｼｽｰｼｽｰ1,21,2--ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｸﾛﾛ酢酸、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｸﾛﾛ酢酸、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、臭素酸、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝｼﾞｸﾛﾛ酢酸、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、臭素酸、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ、ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ、
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ、AlAl、、FeFe、、NaNa、、CaCa・・MgMg等（硬度）、等（硬度）、

蒸発残留物、陰ｲｵﾝ界面活性剤、ｼﾞｪｵｽﾐﾝ、蒸発残留物、陰ｲｵﾝ界面活性剤、ｼﾞｪｵｽﾐﾝ、
22--ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ、非ｲｵﾝ界面活性剤、ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ、非ｲｵﾝ界面活性剤、
ﾌｪﾉｰﾙ類、ﾌｪﾉｰﾙ類、pHpH、味、臭気、色度、濁度、味、臭気、色度、濁度

【【水道法水質基準にない項目水道法水質基準にない項目】】 BaBa、硫化物、硫化物

基準値の違う項目基準値の違う項目（（mg/Lmg/L））
項目 水道法 食衛法

鉛 0.01 0.05
砒素 0.01 0.05
フッ素 0.8 2
ホウ素 1.0 30
亜鉛 1.0 5
マンガン 0.05 2

有機物
5
（TOC)

１２
（KMｎO4消

費量）



27

高濃度にフッ素を含有するﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類について
H6(94).12.26 衛食第214号

「「77歳未満の乳幼児は、歳未満の乳幼児は、

このﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰのこのﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの
飲用を控えてください。飲用を控えてください。
（フッ素濃度○（フッ素濃度○mg/Lmg/L））」」
の趣旨の表示を指導の趣旨の表示を指導

フッ素濃度0.8mg/Lを
超えた原水を用いて製造
されたﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類

（水道法）（水道法）0.8mg/L0.8mg/L以下以下 （食品衛生法）（食品衛生法）22mmｇｇ/L/L以下以下

＜＜CodexCodex規格＞規格＞ １１mg/Lmg/Lを超える場合：を超える場合： 「ﾌｯ化物含有」の表示「ﾌｯ化物含有」の表示
2mg/L2mg/Lを超える場合：を超える場合： 「本製品は幼児及び「本製品は幼児及び77歳未満の児童には適しません」の表示歳未満の児童には適しません」の表示
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本日のご説明内容

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処２）副生成物の発生とその対処
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１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の泉源水分析調査報告書ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の泉源水分析調査報告書
平成平成14(02)14(02)年年99月月 （独）国立健康・栄養研究所（独）国立健康・栄養研究所

源泉源泉 原水原水

ﾌｨﾙﾀｰﾌｨﾙﾀｰ
and/or and/or 
活性炭活性炭

湧水湧水 77
深井戸水深井戸水 66
鉱水鉱水 55
温泉水温泉水 55
浅井戸水浅井戸水 33
海水海水 33
鉱泉水鉱泉水 11
計計 3030

ろ過＋加熱殺菌ろ過＋加熱殺菌 1818
ろ過＋ろ過＋UVUV殺菌殺菌 55
ろ過ろ過 44
ろ過＋ｵｿﾞﾝ殺菌＋ろ過＋ｵｿﾞﾝ殺菌＋UVUV殺菌殺菌 11
ろ過＋ｵｿﾞﾝ殺菌＋高熱殺菌ろ過＋ｵｿﾞﾝ殺菌＋高熱殺菌 11
UVUV殺菌殺菌 11

計計 3030

旧旧水質基準水質基準4646項目＋ｱﾝﾁﾓﾝ、ﾆｯｹﾙの計項目＋ｱﾝﾁﾓﾝ、ﾆｯｹﾙの計4848項目の分析項目の分析
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○泉源水での不検出→25項目

水銀、ｾﾚﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ｼｱﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ｼﾏｼﾞﾝ、
ﾁｳﾗﾑ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾌｪﾉｰﾙ類、濁度、ｱﾝﾁﾓﾝ

○泉源水で検出されたものの内、水質基準内→11項目

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(1)、硝酸・亜硝酸性窒素(13)、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(1)、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(1)、亜鉛(5)、

銅(1)、ﾅﾄﾘｳﾑ（27）、塩素ｲｵﾝ（25）、硬度等（25）、陰ｲｵﾝ界面活性剤(1)、

ﾆｯｹﾙ(7)

○泉源水が水質基準超過したが、原水で不検出もしくは基準内→12項目

一般細菌(3）、大腸菌群(1)、ヒ素(1)、フッ素(2)、鉄(1)、ﾏﾝｶﾞﾝ(4)、蒸発残留物

(1)、有機物(2)、pH(3)、味（3）臭気(1)、色度(2)

○泉源水での不検出→○泉源水での不検出→2525項目項目

水銀、ｾﾚﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ｼｱﾝ、四塩化炭素、水銀、ｾﾚﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ｼｱﾝ、四塩化炭素、1,21,2--ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,11,1--ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼｽｰｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼｽｰ1,21,2--ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,21,1,2--ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ、1,31,3--ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ｼﾏｼﾞﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ｼﾏｼﾞﾝ、
ﾁｳﾗﾑ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾁｳﾗﾑ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、1,1,11,1,1--ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾌｪﾉｰﾙ類、濁度、ｱﾝﾁﾓﾝﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾌｪﾉｰﾙ類、濁度、ｱﾝﾁﾓﾝ

○泉源水で検出されたものの内、水質基準内→○泉源水で検出されたものの内、水質基準内→1111項目項目

ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾄﾞﾐｳﾑ(1)(1)、硝酸・亜硝酸性窒素、硝酸・亜硝酸性窒素(13)(13)、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(1)(1)、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(1)(1)、亜鉛、亜鉛(5)(5)、、

銅銅(1)(1)、ﾅﾄﾘｳﾑ（、ﾅﾄﾘｳﾑ（2727）、塩素ｲｵﾝ（）、塩素ｲｵﾝ（2525）、硬度等（）、硬度等（2525）、陰ｲｵﾝ界面活性剤）、陰ｲｵﾝ界面活性剤(1)(1)、、

ﾆｯｹﾙﾆｯｹﾙ(7)(7)

○泉源水が水質基準超過したが、原水で不検出もしくは基準内→○泉源水が水質基準超過したが、原水で不検出もしくは基準内→1212項目項目

一般細菌(3）、大腸菌群(1)、ヒ素(1)、フッ素(2)、鉄(1)、ﾏﾝｶﾞﾝ(4)、蒸発残留物

(1)、有機物(2)、pH(3)、味（3）臭気(1)、色度(2)

＜結論＞＜結論＞ 海水を除いて海水を除いて原水で水質基準を超えた項目はなかった原水で水質基準を超えた項目はなかった

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の泉源水分析調査報告書ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の泉源水分析調査報告書
平成平成14(02)14(02)年年99月月 （独）国立健康・栄養研究所（独）国立健康・栄養研究所
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１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処
①①＜無機ｲｵﾝ＞＜無機ｲｵﾝ＞ 鈴木ら（食衛誌，鈴木ら（食衛誌，20002000））

容器入り飲用水（容器入り飲用水（170170検体）検体）

分析項目：無機元素分析項目：無機元素2222種、陰ｲｵﾝ種、陰ｲｵﾝ77種種

清涼飲料水の製造基準値超過清涼飲料水の製造基準値超過

フッ素（フッ素（22）） 2.42.4--2.5mg/L2.5mg/L

（国産：温泉水、輸入：鉱泉水）（国産：温泉水、輸入：鉱泉水）

水道法水質基準値超過水道法水質基準値超過

塩化物ｲｵﾝ（塩化物ｲｵﾝ（11）） 450mg/L450mg/L（国産：海水）（国産：海水）



１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処
②②＜低沸点有機塩素化合物＞＜低沸点有機塩素化合物＞



１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか及びその対処
③③＜＜PETPET容器由来のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞとｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等＞容器由来のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞとｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等＞

六鹿ら（日本薬学会ﾎﾟｽﾀｰより，六鹿ら（日本薬学会ﾎﾟｽﾀｰより，20042004）） 西端ら（第西端ら（第1111回食品化学学会要旨集，回食品化学学会要旨集，2005.4.282005.4.28））

μμgg/L/L μμgg/L/L
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２）基準内の混入にかかる対処

○製造基準における原水基準に適合しておれば、衛生上の○製造基準における原水基準に適合しておれば、衛生上の

危害のおそれはない。危害のおそれはない。

○消費者はﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製品に、「安全とおいしさ」を求めて○消費者はﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製品に、「安全とおいしさ」を求めて

いるため、基準内であっても有害な化学物質が検出されるいるため、基準内であっても有害な化学物質が検出される

と不安と不信を招く。と不安と不信を招く。

○製造企業では、各社、日常の製造管理・品質管理の中で○製造企業では、各社、日常の製造管理・品質管理の中で

塩素の混入やﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝの生成、微生物汚染などに注意し塩素の混入やﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝの生成、微生物汚染などに注意し

ながらながら製造している。製造している。
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３）基準値のない物質の取扱い３）基準値のない物質の取扱い
参考となる基準参考となる基準

〇水道法

水質基準： 50項目（基準値）

水質管理目標設定項目：

27項目（目標値）

要検討項目： 40項目（目標値）

〇WHO飲料水水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

〇Codex基準

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞ/ﾎﾞﾄﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

〇水道法〇水道法

水質基準：水質基準： 5050項目（基準値）項目（基準値）

水質管理目標設定項目：水質管理目標設定項目：

2727項目（目標値）項目（目標値）

要検討項目：要検討項目： 4040項目（目標値）項目（目標値）

〇〇WHOWHO飲料水飲料水水質水質ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

〇〇CodexCodex基準基準

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞ//ﾎﾞﾄﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰﾎﾞﾄﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ
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本日のご説明内容

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処

１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）１．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの消費量（生産量）等等

２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等２．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの定義等

１）定義、法令等に基く水質基準等について１）定義、法令等に基く水質基準等について

２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴２）国産ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの水質の一般的特徴

３）原水の種類及び製品における割合３）原水の種類及び製品における割合

３．泉源、原水等の検査体制３．泉源、原水等の検査体制

１）誰がどのように検査を行っているか１）誰がどのように検査を行っているか

２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処２）原水のﾌｯ素、ﾏﾝｶﾞﾝ等が水質基準ｵｰﾊﾞｰ又は高濃度の場合の対処

４．原水の汚染物質混入にかかる対処４．原水の汚染物質混入にかかる対処

１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処１）どのような物質の混入が考えられるか、及びその対処

２）基準内の混入にかかる対処２）基準内の混入にかかる対処

３）基準値のない物質の取扱い３）基準値のない物質の取扱い

５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程５．ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類の製造工程

１）ろ過、消毒等にかかる対処１）ろ過、消毒等にかかる対処

２）副生成物の発生とその対処２）副生成物の発生とその対処
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食品衛生法に定められたﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの規格・基準

泉源 原水 製造 製品

泉源の
衛生管理
６項目

泉源の
衛生管理
６項目

原水の基準に適合：
・水道法50項目又は
・食品衛生法18項目

原水の基準に適合：
・水道法50項目又は
・食品衛生法18項目

殺菌・除菌：85℃/30分殺菌・除菌：85℃/30分 混濁・沈殿物：なし
As、Pb、Cd：不検出
ｽｽﾞ：150ppm以下
大腸菌群：陰性

混濁・沈殿物：なし
As、Pb、Cd：不検出
ｽｽﾞ：150ppm以下
大腸菌群：陰性

製造基準製造基準 成分規格成分規格衛食第214号
（94.12.26）
衛食第214号
（94.12.26）

食品衛生法

◆無殺菌・無除菌
・原水は鉱水のみ、
・微生物規格追加

◆無殺菌・無除菌
・原水は鉱水のみ、
・微生物規格追加

◆無殺菌・無除菌
・泉源から直採水充填
・沈殿・ろ過・曝気・CO2
注入・脱気以外不可
・直後細菌数20/ml以下

◆無殺菌・無除菌
・泉源から直採水充填
・沈殿・ろ過・曝気・CO2
注入・脱気以外不可
・直後細菌数20/ml以下

◆無殺菌・無除菌
上記に加えて

＋
腸球菌、緑膿菌：陰性

◆無殺菌・無除菌
上記に加えて

＋
腸球菌、緑膿菌：陰性
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製造工程（加熱殺菌、除菌）の例

粗ろ過

原水

貯水ﾀﾝｸ

加熱殺菌

冷却

充填

密封

転倒殺菌

冷瓶

ﾗﾍﾞﾙ装着

製品検査

箱詰め、秤量

保管・出荷

容器

洗浄・殺菌

ｷｬｯﾌﾟ

洗浄・殺菌

粗ろ過

原水

貯水ﾀﾝｸ

除菌ろ過

除菌ろ過

充填

密封

ﾗﾍﾞﾙ装着

製品検査

箱詰め、秤量

保管・出荷
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加熱殺菌、除菌をしない製造

・原水は鉱水のみ ・細菌数５/ml以下
・病原微生物汚染・疑いのないもの：生物・物質を不含
・芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌、緑膿菌：陰性

・原水は鉱水のみ ・細菌数５/ml以下
・病原微生物汚染・疑いのないもの：生物・物質を不含
・芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌、緑膿菌：陰性

・泉源から直採水し自動的に充填した後、密栓・密封
・沈殿・ろ過・曝気・CO2注入・脱気以外不可
・直後細菌数20/ml以下

・泉源から直採水し自動的に充填した後、密栓・密封
・沈殿・ろ過・曝気・CO2注入・脱気以外不可
・直後細菌数20/ml以下

・混濁・沈殿物：なし
・As、Pb、Cd：不検出、 ・ｽｽﾞ：150ppm以下
・大腸菌群：陰性、 ・腸球菌、緑膿菌：陰性

・混濁・沈殿物：なし
・As、Pb、Cd：不検出、 ・ｽｽﾞ：150ppm以下
・大腸菌群：陰性、 ・腸球菌、緑膿菌：陰性

粗ろ過

原水

充填

密封

ﾗﾍﾞﾙ装着

製品検査

箱詰め、秤量

保管・出荷

容器

洗浄（殺菌）

ｷｬｯﾌﾟ

洗浄（殺菌）
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１）ろ過、消毒等にかかる対処

○製造設備の洗浄・殺菌方法

CIP洗浄（ｱﾙｶﾘand/or酸による定置洗浄）
熱水洗浄・殺菌

塩素水殺菌

ｵｿﾞﾝ水殺菌

その他

製造管理上、これら異種液の混入防止が非常に重要

○他の清涼飲料水との共用ﾗｲﾝでの製造

着香防止が重要

○異物混入防止

容器、製造工程、原水からの混入防止

○製造設備の洗浄・殺菌方法○製造設備の洗浄・殺菌方法

CIPCIP洗浄（ｱﾙｶﾘ洗浄（ｱﾙｶﾘand/orand/or酸による定置洗浄）酸による定置洗浄）

熱水洗浄・殺菌熱水洗浄・殺菌

塩素水殺菌塩素水殺菌

ｵｿﾞﾝ水殺菌ｵｿﾞﾝ水殺菌

その他その他

製造管理上、これら異種液の混入防止が非常に重要製造管理上、これら異種液の混入防止が非常に重要

○他の清涼飲料水との共用ﾗｲﾝでの製造○他の清涼飲料水との共用ﾗｲﾝでの製造

着香防止が重要着香防止が重要

○異物混入防止○異物混入防止

容器、製造工程、原水からの混入防止容器、製造工程、原水からの混入防止
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２）副生成物の発生とその対処

○製造設備での塩素剤による洗浄・殺菌

ー 水と塩素の接触でﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成

ー 塩素臭、カルキ臭の発生

〇製造設備でのオゾン水による洗浄・殺菌

ー （Br-が存在すれば）臭素酸の生成

○製造設備での塩素○製造設備での塩素剤による洗浄・殺菌剤による洗浄・殺菌

ーー 水と塩素の接触でﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成水と塩素の接触でﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成

ーー 塩素臭、カルキ臭の発生塩素臭、カルキ臭の発生

〇製造設備でのオゾン水による洗浄・殺菌〇製造設備でのオゾン水による洗浄・殺菌

ーー （（BrBr--が存在すれば）が存在すれば）臭素酸の生成臭素酸の生成

Kransner&BarrettKransner&Barrett (1984)(1984) MacketMacket et.al.,(2004)et.al.,(2004)

洗浄・殺菌
↓

中味液で洗浄
↓

製造開始

製造管理にミス
がなければ、
混入はない

洗浄・殺菌洗浄・殺菌
↓↓

中味液で洗浄中味液で洗浄
↓↓

製造開始製造開始

製造管理にミス製造管理にミス
がなければ、がなければ、
混入はない混入はない
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ご清聴有難う
ございました。

ご清聴有難うご清聴有難う
ございました。ございました。
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ろ過及び加熱殺菌での成分変化はないろ過及び加熱殺菌での成分変化はない
菅原ら（女子栄養大学栄養科研究所年報，菅原ら（女子栄養大学栄養科研究所年報，19961996）） よりｸﾞﾗﾌ化よりｸﾞﾗﾌ化

17 .5 17 .8

4 .2 4 .3

8 .6 9 .1

1 .5 1 .5

10 .66
10 .06

6 .85 6 .92

0

5

10

15

20

25

30

３．ろ過及び加熱殺菌による原水と製品との成分比較（n=10）

ｍ
ｇ
/
Ｌ

原水：Ca

製品：Ca

原水：Mg

製品：Mg

原水：Na

製品：Na

原水：K

製品：K

原水：遊離炭酸

製品：遊離炭酸

原水：ｐH

製品：ｐH
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ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類及びﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類及びCodexCodexでの定義の比較での定義の比較

水のみを原料とする水のみを原料とする

清涼飲料水であり、清涼飲料水であり、

鉱水のみのもの、二鉱水のみのもの、二

酸化炭素を注入した酸化炭素を注入した

もの、ｶﾙｼｳﾑ等を添もの、ｶﾙｼｳﾑ等を添

加したもの等、清涼加したもの等、清涼

飲料水の原水基準の飲料水の原水基準の

うち臭気、味、色度及うち臭気、味、色度及

び濁度に関する規定び濁度に関する規定

を満たすもの。を満たすもの。

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ類
（食品衛生法）（食品衛生法）

○ﾐﾈﾗﾙや微量成分によって○ﾐﾈﾗﾙや微量成分によって
特徴付けられる。特徴付けられる。
○汚染から保護された源泉の○汚染から保護された源泉の
地下から直接採水されたもの。地下から直接採水されたもの。
○自然の変動の範囲内で成○自然の変動の範囲内で成
分が一定で、湧出量や最水温分が一定で、湧出量や最水温
度が安定している度が安定している｡｡
○○源泉の微生物的純粋性及源泉の微生物的純粋性及
び化学的本質成分を保って採び化学的本質成分を保って採
水されたもの。水されたもの。
○源泉のすぐ近くで衛生的に○源泉のすぐ近くで衛生的に
包装されたもの。包装されたもの。
○この規格で認められている○この規格で認められている
こと以外の処理をしていない。こと以外の処理をしていない。

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ
（ｺｰﾃﾞｯｸｽ）（ｺｰﾃﾞｯｸｽ）

ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ以ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ以
外の人が消費外の人が消費するたするた
めのめの水であり、天然水であり、天然ああ
るいはるいは意図的に加え意図的に加えらら
れたれたﾐﾈﾗﾙや二酸化炭ﾐﾈﾗﾙや二酸化炭
素は含有しても良いが素は含有しても良いが
、、砂糖、甘味料、香料砂糖、甘味料、香料
及びその他の原材料及びその他の原材料
を含んではならない。を含んではならない。

ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞﾎﾞﾄﾙﾄﾞ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞ
ｳｫｰﾀｰ（ｺｰﾃﾞｯｸｽｳｫｰﾀｰ（ｺｰﾃﾞｯｸｽ))



45

Codexでの採択に至る経緯

19811981年（昭和年（昭和5656年）年）
欧州地域規格としてのﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ欧州地域規格としてのﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ
規格が採択規格が採択

19911991年（平成年（平成33年）年）
ｺｰﾃﾞｯｸｽ総会において、ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰｺｰﾃﾞｯｸｽ総会において、ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ
の欧州地域規格を世界規模規格にするというの欧州地域規格を世界規模規格にするという
提案がなされ、検討が開始。提案がなされ、検討が開始。

19971997年（平成年（平成99年）年）
ｺｰﾃﾞｯｸｽ総会において、ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰのｺｰﾃﾞｯｸｽ総会において、ﾅﾁｭﾗﾙﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの
規格が採択。また、ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞｳｫｰﾀｰ規格が採択。また、ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞｳｫｰﾀｰ
規格を策定することが提案され、検討が開始。規格を策定することが提案され、検討が開始。

20012001年（平成年（平成1313年）年）
ｺｰﾃﾞｯｸｽ総会において、ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞｺｰﾃﾞｯｸｽ総会において、ﾎﾞﾄﾙﾄﾞ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞ
ｳｫｰﾀｰ規格が採択。ｳｫｰﾀｰ規格が採択。


